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～平成２６年度東京都男女雇用平等参画状況調査～ 

「職場のハラスメントへの取組等 企業における男女雇用管理に関する調査」 

事 業 所 調 査 票 

 ＜記入にあたってのお願い＞ 

(1) ご回答は、人事労務管理担当責任者の方にお願いします。 

(2) この調査は事業所を単位として行います。各設問については、原則として貴事業所に限った回答をご記入ください。 

(3) 原則として、該当する回答の番号に１つだけ、○をつけてください。ただし、別に指示がある場合は、その指示に従って 

ご回答ください。また 「→」 では、指示に従って付問にお進みください。 

＊先頭に○が付してある設問は意識に関する調査項目を意味しています。 

       (4)  「その他」に○をつけた場合は、ご面倒でも（       ）内に具体的な内容をご回答ください。 

       (5)  特にことわりのない限り、平成２６年９月１日現在でご回答ください。 

       (6)  ご記入いただいた調査票は、同封の封筒（切手不要）にて、平成２６年９月１７日（水）までにご返送ください。 

         なお、多少期限が過ぎましても、ぜひご返送ください。 

   【問い合わせ先】 

        東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 雇用平等推進係    担当  渡邉・青木・藤田 

        住所  〒163-8001  東京都新宿区西新宿2-8-1   電話  03-5320-4645（直通）   ＦＡＸ  03-5388-1469 

Ⅰ 貴事業所の概要 

事 業 所 名 
 

所 在 地 〒  電 話
 

記 入 者 の 
所  属   

業 種 

１．建設業(4.8%) ２．製造業(14.1%) ３．情報通信業(8.4%) ４．運輸業，郵便業(7.1%) 

５．卸売業，小売業(11.1%) ６．金融業，保険業(5.8%) ７．不動産業，物品賃貸業(1.5%) 

８．学術研究，専門・技術サービス業(3.1%) ９．宿泊業，飲食サービス業(3.7%)  

10．生活関連サービス業，娯楽業(1.4%) 11．教育，学習支援業(9.1%) 12．医療，福祉(12.7%)

13．サービス業（他に分類されないもの）(17.3%) 14.その他（     ） 

企 業 全 体 の 
常用労働者数 

※１ 

  一般労働者    ※２ 男性                人 女性             人 

  パートタイマー等  ※３ 男性          人 女性             人 

    ↑上記の欄には、「企業全体の常用労働者数」をご記入ください。 

ただし、次ページ以降の各設問については、原則として貴事業所に限った回答をご記入ください。 

事 業 所 の 性 格  １．単独事業所(34.0%) ２．本社・本店(64.7%) NA=1.3%
労働組合の有無 

NA=0.8% 

  有(32.7%)・ 

無(66.5%) 
 
※１ 「企業全体の常用労働者数」は、他に事業所・営業所・工場等がある場合は、それも含めた全体の人数でご回答ください。 

「常用労働者」とは、以下の者をいいます （「常用労働者」＝「一般労働者」 + 「パートタイマー等」） 。 

①期間を定めず、又は１か月を超える期間を定めて雇われている者 

②臨時又は日雇労働者で調査日前２か月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者 

③取締役、理事などの役員のうちで常時勤務し、一般労働者と同じ給与規則又は同じ基準で毎月給与の支払いを受けている者 

④事業主の家族であって、その事業所に常時勤務し給与の支払いを受けている者 

⑤上記①～③の条件に該当する、他企業からの出向者（他企業への出向者は、在籍出向・移籍出向を問わず除く）  

※２  「一般労働者」には、正規の社員・従業員の人数を記入してください。 

※３  「パートタイマー等」には、「一般労働者」を除いた、パート・契約社員等の常用労働者数を記入してください。 

    派遣社員については、貴事業所が派遣元で、給与の支払いを受け、月18日以上雇われている人数を記入してください。 

貴事業所が派遣先の場合は記入しないでください。 

平成２６年９月 

東京都産業労働局 

(n=794) 

１．事業所調査票 
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★ 調査票は、統計以外の目的に使用されることは絶対にありませんので、事実をありのままに記入してください。 

Ⅱ 男女雇用管理に関する取組 

採用について 

問１ 貴事業所では、平成26年３月卒業の学生の新規採用を行いましたか。また、過去１年間に中途採用を行いましたか。

採用した場合、該当する番号に○をつけてください。男女とも採用していない場合、４に○をつけてください。 

(n=794)    

  採用した  
採用していない

男女とも採用 男性のみ採用 女性のみ採用 

新 

規 

採 

用 

者 

四年制大学卒 

(大学院卒含む) 

事務・営業系 １（２９．５%） ２（ ７．１%） ３（４．７%） ４（４９．９%）

技 術 系 １（１８．１%） ２（ ７．８%） ３（２．９%） ４（５７．７%）

短大・高専卒 
事務・営業系 １（ ４．８%） ２（ ０．６%） ３（２．９%） ４（７５．９%）

技 術 系 １（ ６．０%） ２（ ５．２%） ３（４．３%） ４（６９．４%）

高 校 卒 
事務・営業系 １（ ３．０%） ２（ １．１%） ３（２．１%） ４（７７．５%）

技 術 系 １（ ３．８%） ２（ ３．５%） ３（０．９%） ４（７５．３%）

中 途 採 用 者 
事務・営業系 １（３６．４%） ２（１２．８%） ３（７．２%） ４（３２．２%）

技 術 系 １（２２．４%） ２（１７．９%） ３（３．１%） ４（３９．９%）

 
勤続年数について 

問２ 貴事業所の常用労働者の平均年齢と平均勤続年数をご記入ください。なお、小数点第２位を四捨五入してください。 

 男   性 女   性 

 平 均 年 齢                44.3 歳           40.4 歳 

 平 均 勤 続 年 数                11.9 年             9.3 年 
 

付問２－１ 女性の平均勤続年数が男性の平均勤続年数より短い事業所のみお答えください。 

貴事業所の女性の平均勤続年数はなぜ男性より短いのだと思いますか。該当する番号すべてに○をつけて

ください。(n=532) 

１．女性が結婚を機に自ら退職してしまうから (40.0％) 

２．女性が妊娠・出産を機に自ら退職してしまうから(40.6%) 

３．育児休業等を取得しにくい職場環境だから(1.3%) 

４．所定時間外労働（残業）が多い又は休日が少ないから(5.3%) 

５．不規則勤務又は深夜勤務があるから(8.5%)     ６．全国転勤があるから(3.2%) 

７．雇用形態として短期間を予定しているから(4.3%) 

８．女性が配偶者の都合で自ら退職してしまうから(32.9%) 

９．その他（      ）(35.3%)                                                       NA=6.0% 

 
コース別雇用管理について 

問３ 貴事業所では、コース別雇用管理制度(※)はありますか。また、コース間の転換制度はありますか。 

※ 業務内容や転勤の有無などによっていくつかのコースを設定し、コースごとに配置・昇進等を行う雇用管理システム 

（例：総合職、一般職等のコース別管理） 
 
(n=794) 

１．ある（コース転換制度あり）(19.1%) ２．ある（コース転換制度なし）(4.2%) 

３．以前はあったが廃止した(2.8%)    ４．導入したことはない(71.9%)   NA=2.0% 

採用区分 
採用の有無 
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昇進について 

問４ 貴事業所では、係長相当職以上の管理職及び女性管理職は何人いますか。該当者がいない場合「０」をご記入ください。 

※ 一般に管理職は「課長相当職」以上ですが、本設問では事務執行の指揮命令者の「係長相当職」も管理職に含めています。 

(n=794) 

登用状況 

管 理 職 

  

管理職数 うち女性 

役    員  4,868人 268人

部長相当職 14,442人 570人

課長相当職 33,650人 2,544人

係長相当職 30,634人    5,521人

 

 

付問４－１ 女性管理職が少ない(１割未満)又は全くいない区分が１つでもある事業所のみお答えください。 

貴事業所の女性管理職が少ないのはなぜだと思いますか。該当する番号すべてに○をつけてください。(n=740) 

１．必要な経験・判断力を有する女性がいないから(34.1%)   

２．女性が管理職になることを希望しないから(17.2%) 

３．将来管理職につく可能性のある女性はいるが、役職につくための在籍年数を満たしていないから(26.5%)

４．勤続年数が短く、管理職になる前に退職してしまうから(19.7%)  

５．男性従業員が女性管理職を希望しないから(1.4%) ６．顧客が女性管理職を良く思わないから(0.5%) 

７．女性従業員が少ない又はいないから(34.5%)  ８．その他（      ）(6.9%)         NA=17.3%

 
母性保護等について 

問５ 貴事業所では、以下の母性保護に関する制度はありますか。制度がない場合は１に○を付けてください。制度があ

る場合は、賃金の支給について該当する番号を２～４から１つ選び、○を付けてください。また、制度がある場合、

平成23年4月1日から平成26年3月31日の利用実績について、実績があるものすべてに○をつけてください。 

(n=794) 

 

制度なし 

制度あり  

実績あり 賃金の支給あり 賃金の支給

なし 

 

全額支給 一部支給  

産前産後休暇 １ (4.2%) ２(22.9%) ３(9.6%) ４(61.3%) NA=2.0% (n=745)１(74.2%)

育児時間 １(12.5%) ２(20.8%) ３(7.6%) ４(56.3%) NA=2.9% (n=672)１(48.8%)

生理休暇 １(10.2%) ２(33.0%) ３(8.3%) ４(45.3%) NA=3.1% (n=688)１(45.9%)

妊娠中・出産後の通院休暇

制度 
１(39.0%) ２(17.6%) ３(4.9%) ４(34.4%) NA=4.0% (n=452)１(41.2%)

妊娠中の通勤緩和措置 １(36.0%) ２(18.3%) ３(6.2%) ４(35.8%) NA=3.8% (n=478)１(44.6%)

妊娠中の休憩に関する措置 １(45.7%) ２(14.6%) ３(3.9%) ４(31.6%) NA=4.2% (n=398)１(22.4%)

妊娠障害休暇 １(63.4%) ２( 7.6%) ３(3.0%) ４(21.8%) NA=4.3% (n=257)１(24.9%)

出産障害休暇 １(66.6%) ２( 5.9%) ３(2.5%) ４(20.7%) NA=4.3% (n=231)１(12.6%)

 

 

 

 

制度、賃金、実績の有無 

制度の種類 

※「制度あり」の項目についてのみ、右欄に実績を回答してください。

 

※管理職には、企業の組織系列の各部署において、配下

の係員等を指揮・監督する役職のほか、専任職、スタ

ッフ管理職等と呼ばれている役職を含みます。 

※部長・課長等の役職名を採用していない場合や次長等

役職欄にない職については、貴事業所の実態によりど

の役職に該当するか適宜判断してください。 
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Ⅲ 育児・介護休業法等に関する事項 

 
 
育児休業について 

問６ 貴事業所では、就業規則上、子が何歳になるまで育児休業を取得することができますか。(n=794) NA=2.4% 

１歳未満 １歳 
原則は１歳だが、 

一定の場合は１歳６か月

無条件に 

１歳６か月 

１歳６か月～ 

３歳未満 
３歳以上 

育児休業の

規定なし 

１(5.7%) ２(11.3%) ３(53.1%) ４(3.7%) ５(15.0%) ６(3.8%) ７(5.0%) 

 

 

問７ 貴事業所では、平成25年４月１日～平成26年３月31日の間に、出産した従業員（男性の場合は配偶者が出産した者）

は何人いましたか。また、そのうち平成26年９月１日までに育児休業を開始した人数（育児休業開始予定の申し出を

している者も含む）をご記入ください。該当者がいない場合は、「０」をご記入ください。 

出産者数（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 男性      4,270人 女性     2,742人 

うち平成26年９月１日までの間に育児休業を 

開始した人数（開始予定の申し出者含む） 
うち       

         129人 

うち 

     2,566人 

 
付問７－１ 育児休業取得者および申出をした者が１人でもいたと回答した事業所のみお答えください。 

育児休業取得期間はどのくらいですか。平成25年４月１日～平成26年３月31日の間で、男女別に取得者（申

し出）が最も多かった期間に該当する番号を１つ選び、○をつけてください。 
（注）女性は、産後休暇期間（産後６週間～８週間）は除いてお答えください。 

 

１か月未満 
１か月 

～ 

３か月 

未満 

３か月 

～ 

６か月 

未満 

６か月 

～ 

１年 

未満 

１年 

１年を超え 

１年６か月 

  未満 

１年６か

月 

～ 

３年未満

３年～
５日未満 

５日 

～ 

２週間 

未満 

２週間 

～ 

１か月 

未満 

男性 

n=57 

１ 

(12.3%) 

２ 

(17.5%) 

３ 

(10.5%) 

４ 

(22.8%)

５ 

(14.0%)

６ 

(8.8%) 

７ 

(0.0%) 

８ 

(0.0%) 

９ 

(1.8%) 

10 

(0.0%)

女性 

n=419 

１ 

(0.0%) 

２ 

(0.2%) 

３ 

(0.2%) 

４ 

(1.7%) 

５ 

(2.6%) 

６ 

(37.5%)

７ 

(25.1%)

８ 

(24.1%) 

９ 

(5.7%) 

10 

(0.5%)

  男性 NA＝12.3％   女性 NA＝2.4％ 

～ 育児・介護休業法の改正について ～ 

   平成24年７月１日より、これまで適用が猶予されていた、短時間勤務制度・所定外労働の制限・介護休暇の３

つの制度が従業員100人以下の事業主にも適用になり、改正育児・介護休業法が全面施行されました。 

【 概 要 】 

① ３歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度（原則１日６時間）を設けることを事業主の責務と

し、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。 

② 父母がともに育休を取得する場合、１歳２か月（改正前１歳）までの間に、１年間育児休業を取得可能とする。

（パパ・ママ育休プラス） 

③ 出産後８週間以内に父親が育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。 

④ 労使協定により、配偶者が専業主婦(夫)の場合等に育児休業取得を不可とすることができる制度を廃止する。

⑤ 小学校就学前の子が１人であれば年５日、２人以上であれば年10日を限度として看護休暇を付与する。 

⑥ 要介護状態の対象家族が１人であれば年５日、２人以上であれば年10日を限度として介護休暇を付与する。 
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男性の育児休業について 
問８ 貴事業所では、男性の育児休業の取得促進のために取組を行っていますか。また、行っている場合どのような取組

を行っていますか。該当する番号すべてに○をつけてください。(n=794) 

１．行っている(26.8%) ２．行っていない(71.0%)                  NA=2.1% 

１．上司が積極的に休暇をとる(3.3%) ２．職場の同僚が積極的に休暇をとる(5.2%) 

３．個別に働きかけをする(24.9%) ４．取得促進の部署を作る(4.2%) ５．法を上回る制度設計をする(11.7%)

６．社内制度の周知を行う(72.3%)   ７．目標件数を定める(6.6%)  ８．取得事例の紹介をする(8.9%)  

９．その他（       ）(5.2%)                                                       NA=1.4% 
   
問９ 男性従業員が育休取得をするにあたっての課題は何ですか。該当する番号すべてに○をつけてください。(n=794) 

１．上司の理解不足(9.8%) ２．代替要員の確保が困難(53.1%) ３．キャリア形成において不利になる(7.7%)

４．休業中の賃金補償(32.1%)  ５．前例（モデル）がない(32.7%)   

６．男性自身に育児休業を取る意識がない(54.3%)  ７．職場がそのような雰囲気ではない(15.2%) 

８．社会の認識の欠如(10.5%) ９．その他（         ）(4.9%)                         NA=6.9% 
 
子どもの看護休暇について 
問10 貴事業所では就業規則等に子どもの看護休暇の規定がありますか。ある場合、その賃金の有無、取得単位はどのような規

定となっていますか。それぞれ該当するものを１つ選び、番号に○をつけてください。 
(n=794)                 (n=623)                           (n=623) 
規定の有無  賃金の有無  取得単位 

 

 

 

１．規定あり 

(78.5%) 

 

有 

１．全額支給 

(30.0%) 

 
１．１日単位のみ可能 

(59.6%) 
  ２．一部支給 

(5.6%)   ２．半日単位まで可能 

(23.3%)  

無 
３．支給なし 

(61.6%) 

 

  ３．１時間単位も可能 

(9.8%)   

  NA=2.7%  NA=7.4% 

２．規定なし 

(19.0%)     

         NA=2.5% 

付問10－１ 子どもの看護休暇の「規定あり」と回答した事業所のみお答えください。 

貴事業所では、子ども１人につき、年間でどのくらいの期間、看護休暇を取得できますか。(n=623) 

１日～４日 ５日 ６日～10日 11日以上 

１(1.6%) ２(85.2%) ３(8.7%) ４(2.7%) 

 
介護休業制度について                                           

問11 貴事業所では、就業規則等に介護休業制度の規定がありますか。(n=794) 

１．規定あり(89.0%)  ２．規定なし(9.3%)

 

    付問11－１ 介護休業制度の「規定あり」と回答した事業所のみお答えください。 

         貴事業所では、最長でどのくらいの期間、介護休業を取得できますか。該当する番号を１つ選び、○をつ

けてください。(n=707) 

93日未満 93日 
93日を超え 

６か月未満 

６か月以上 

１年未満 
１年 

１年を超え

る期間 

１(6.8%) ２(61.8%) ３(6.1%) ４(4.1%) ５(16.5%) ６(3.7%) 

                                                      NA=1.0% 
（次頁へ続く） 

NA=1.8% 

NA=1.6% 
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（前頁から続く） 
問12 貴事業所では、平成25年４月１日～平成26年３月31日の間に、介護休業を取得した従業員はいますか。(n=794) 

 １．いる (10.2%)   ２．いない(87.5%)     NA=2.3% 
 
介護休暇制度について 
問13 貴事業所では、就業規則等に介護休暇の規定がありますか。ある場合、その賃金の有無、取得単位はどのような規

定となっていますか。それぞれ該当するものを１つ選び、番号に○をつけてください。 

(n=794)                 (n=600)                           (n=600) 

規定の有無  賃金の有無  取得単位 

 

 

 

１．規定あり 

(75.6%) 

 

有 

１．全額支給 

(23.3%) 

 
１．１日単位のみ可能 

(56.7%) 
 

 

２．一部支給 

(6.5%)   ２．半日単位まで可能 

(18.5%)  

無 
３．支給なし 

(66.7%) 

 

  ３．１時間単位も可能 

(10.8%)   

  NA=3.5%  NA=14.0% 

２．規定なし 

(22.3%)     

NA=2.1% 

付問13－１ 介護休暇の「規定あり」と回答した事業所のみお答えください。 

       貴事業所では、要介護状態の対象家族１人につき、年間でどのくらいの期間、介護休暇を取得できますか。 

１日～４日 ５日 ６日～10日 11日以上 

１(1.2%) ２(73.8%) ３(8.3%) ４(13.0%)
 
仕事と育児・介護等の両立支援制度について 
問14 貴事業所において、下記の制度はありますか。制度がない場合は１に、現在制度はないが今後導入予定がある場合

は２に○をつけてください。制度がある場合は３に○をつけ、平成25年４月１日～平成26年３月31日までの利用者の

有無を、右欄男女別にそれぞれ○をつけてください。(n=794) 

 

 

 
 
制度の種類 

制度 

なし 

今後 

導入予定

あり 

制度 

あり 

 男  性 女  性 

 利用者 

あり 

利用者 

なし 

利用者

あり 

利用者

なし 

短時間勤務制度 １ 

(21.3%) 

２ 

(2.3%) 

３ 

(73.9%)

 

NA=2.5% n=587

１ 

(12.3%) 

２ 

(75.0%) 

１ 

(72.1%)

２ 

(24.0%)

フレックスタイム制度 １ 

(69.1%) 

２ 

(3.1%) 
３ 

(24.1%)

 

NA=3.7% n=191

１ 

(71.2%) 

２ 

(23.0%) 

１ 

(74.9%)

２ 

(19.9%)

在宅勤務制度（テレワークなど） １ 

(89.0%) 

２ 

(2.4%) 

３ 

(4.7%)

 

NA=3.9% n=37

１ 

(45.9%) 

２ 

(43.2%) 

１ 

(59.5%)

２ 

(32.4%)

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ １ 

(44.5%) 

２ 

(3.5%) 

３ 

(48.7%)

 

NA=3.3% n=387

１ 

(26.6%) 

２ 

(57.4%) 

１ 

(64.3%)

２ 

(30.0%)

半日や時間単位の有給休暇 １ 

(22.4%) 

２ 

(2.0%) 

３ 

(73.2%)

 

NA=2.4% n=581

１ 

(80.4%) 

２ 

(13.3%) 

１ 

(87.3%)

２ 

(7.9%) 

所定時間外労働（残業）の免除 １ 

(26.3%) 

２ 

(2.0%) 

３ 

(69.4%)

 

NA=2.3% n=551

１ 

(10.9%) 

２ 

(75.7%) 

１ 

(49.0%)

２ 

(44.1%)

再雇用制度（育児・介護で退職した人

を正社員等で優先的に雇用する制度等） 
１ 

(76.3%) 

２ 

(3.8%) 

３ 

(16.8%)

 

NA=3.1% n=133

１ 

(28.6%) 

２ 

(61.7%) 

１ 

(28.6%)

２ 

(58.6%)

育児・介護に要する経費の援助 １ 

(86.4%) 

２ 

(1.8%) 

３ 

(8.4%)

 

NA=3.4% n=67

１ 

(40.3%) 

２ 

(44.8%) 

１ 

(62.7%)

２ 

(25.4%)

事業所内保育所の設置 １ 

(92.1%) 

２ 

(1.1%) 

３ 

(3.3%)

 

NA=3.5% n=26

１ 

(61.5%) 

２ 

(26.9%) 

１ 

(92.3%)

２ 

(7.7%) 

※「制度あり」の項目についてのみ、右欄に実績を回答してください。

NA=3.7% 

(n=600) 

制度の有無 
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Ⅳ 職場のハラスメントに関する事項 

職場のハラスメントについて 

 

 

 
 

 

職場のハラスメントの状況について (注)過去５年間についてお答えください。 

問15  貴事業所では、セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント等の何らかのハラスメントが問題になったこと 

   がありますか。（過去５年間について） (n=794) 
 

１．問題になったことがある(26.4%)     ２．問題になったことはないが実態としてはある(11.5%)  

３．問題になったことも実態としてもない(61.5%)                                            NA=0.6%  

 

付問15－1 問15の付問については、問15で「1.問題になったことがある」又は「2. 問題になったことはないが実 

態としてはある」と回答した事業所のみお答えください。それ以外の事業所は問16へお進みください。 

問題となったハラスメントは何ですか。（複数回答可） 

(n=301) 

１．セクシュアルハラスメント(57.1%) ２．パワーハラスメント(74.8%)

３．その他（      ）(1.3%)                        NA=1.3% 

 

付問15－2 ハラスメントの行為を行った者（被害者から見て）は誰ですか。（複数回答可） 

(n=301) 

１．会社の幹部(13.3%)  ２．上司(70.8%) ３．同僚(34.9%) ４．部下(3.0%)  

５．取引先の相手・顧客(6.6%)  ６．派遣先の従業員(1.3%)  

７．その他（    ）(2.7%)                                                   NA=1.7% 

付問15－3 上記（付問15-2 の行為を行った者）の性別をお答えください。   (n=301) 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

１．男性(80.4%)   ２．女性(3.3%)   ３．男性、女性両方(14.6%)    NA=1.7% 

～職場のハラスメント～ 

セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなど職場でハラスメントが発生する環境では、従業員の士気がそ
がれるだけでなく、メンタルヘルス不調など多くの問題が発生します。生産性を上げ、従業員の健康を保持するため
にもハラスメントの防止対策を行うことは重要視されています。職場のハラスメント防止対策の推進においては、組
織の実情を知り実態に合わせた対策をとること、そして被害者等への支援策の充実が大切です。 

男女雇用機会均等法及びそれに基づく指針により、職場における男女双方に対するセクシュアルハラスメント対
策として次の措置を講ずることが事業主に義務づけられています。しかしその一方でパワーハラスメントに関しては
対策措置が義務付けられておらず、なくすための取組が十分に実施されていないことが現状です。職場のパワーハラ
スメントは組織の活力を削ぐものであると意識し、防止する・なくすための取組や方針を明確化し、パワーハラスメ
ントが生じない組織文化を育てていくことが事業主に求められます。 

平成１９年４月１日より、改正男女雇用機会均等法が施行され、「男性に対するセクシュアルハラスメントを含めた防止対

策」が事業主に義務づけられています。 

＊女性に限らず、男性の方も、ご自身がハラスメントを受けた経験がございましたらそのことについてお答えください。男性

または女性に対するセクシュアルハラスメントを見聞きされている場合は、その内容についても併せてお答えください。 

また「パワーハラスメント」とは 職場において、職務上の地位や影響力を利用して、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰

り返し行うことにより、その人の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること、とされています。 
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（前頁から続く） 
 

付問15－4 ハラスメントの被害者にはどのような影響がありましたか。（複数回答可） 

(n=301) 

１． 退職した(23.6%)  ２．休職した(15.3%)   ３．本人が配置転換を希望した(24.9%) 

４．仕事に影響が出た（能率が落ちた等）(24.6%) ５．心理的後遺症が残った(14.3%)    

６．深刻な影響は特になかった(27.2%)  ７．その他（     ）(5.0%)       NA=2.0% 

 

 

付問15－5 会社として被害者に対し、どのような対応をしましたか。（複数回答可） 

(n=301) 

１．加害者から被害者への謝罪をあっせんした (25.6%) 

２．被害者が被った労働条件などの不利益の回復を図った(6.0%)  

３．加害者を配置転換させる等当事者間を引き離すよう人事上の配慮をした(56.1%) 

４．被害者の精神的なショックが大きかったため、メンタルケアを行った (23.9%) 

５．外部の相談機関を紹介した(6.3%) 

６．退職してしまったので対処しなかった(6.3%)   

７．特に何もしていない(8.3%)               

８．その他（         ）(15.6%)                                      NA=2.3% 

 

＊ここから先は、再び全事業所にお伺いします 

 

問16 ハラスメントが起きたときに対応が困難と感じることは何ですか。（複数回答可）      (n=794) 
 

１．事実確認が難しい (66.5%)  

２．プライバシーの保護が難しい(36.4%) 

３．どこまでがハラスメントに該当するか、線引きが難しい(73.4%) 

４．被害者が嫌がっていることを加害者に理解させることが難しい(24.9%) 

５．相談を受ける際の留意点等が分からない(5.8%) 

６．被害者への事実確認（事情聴取）に際しての対応が難しい(24.7%) 

７．被害者の精神的ダメージが大きい場合の対応が難しい(27.5%) 

８．加害者への処分を含めた対応が難しい(34.8%)  

９．顧客や取引き相手が加害者の場合の対応が難しい(17.1%) 

10．相談後の対処法が分からない (5.4%) 

11．日常の業務が忙しいため、十分に対応する余裕がない(5.2%)  

12．相談窓口の整備等に経費がかかるため難しい(1.1%) 

13．その他（       ）(3.3%)                                             NA=3.3% 

 
（次頁へ続く） 
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（前頁から続く） 
 
問17 貴事業所では、ハラスメントを防止するために、どのような取組を行っていますか。 

①～⑤それぞれの取組内容について、該当する番号を１つずつ選び、○をつけてください。(n=794) 

取     組     内     容 実施している

実施して 

いない 
実施していな

いが実施を検

討中 

 

①就業規則等にハラスメント禁止を明記 １(71.9%) ２(18.9%) ３(6.3%) NA=2.9%

②ポスター、リーフレット、手引き等防止のための啓発資料

を配布または掲示 
１(37.5%) ２(49.5%) ３(9.2%) NA=3.8%

③ハラスメントに関する研修・講習等の実施 

（外部機関の研修等に、従業員を参加させる場合も含む） 
１(46.0%) ２(39.4%) ３(11.0%) NA=3.7%

④事業所内外に相談窓口・担当者、苦情処理機関等を設置 １(61.7%) ２(29.2%) ３(6.2%) NA=2.9%

⑤実態把握のためのアンケートや調査を実施 １(20.3%) ２(64.9%) ３(10.3%) NA=4.5%

 

マタニティハラスメントについて  

 

 

 

 

 

問18 貴事業所では、マタニティハラスメントが問題になったことがありますか。（過去５年間について）  (n=794) 
 

１．問題になったことがある(1.9%)     ２．問題になったことはないが実態としてはある(5.8%) 

３．問題になったことも実態としてもない (91.6%)                                         NA=0.8% 

      

 

問19 貴事業所はマタニティハラスメントが起こる原因は何だと考えますか。（複数回答可）           (n=794) 

１．男性社員の妊娠・出産への認識、理解が不十分である(45.5%) 

２．女性社員の妊娠・出産への認識、理解が不十分である(19.5%) 

３．経営層・管理職等のトップの意識、理解が不十分である(21.4%) 

４．会社に相談・交渉する窓口や仕組みがない(8.9%) 

５．周囲の社員に相談することができないといった、社員間のコミュニケーション不足(15.1%) 

６．会社に妊娠者に対する支援制度がない、制度があっても利用しにくい・できないといった、 

制度の有無や制度の運用上の問題(11.6%) 

７．職場の業務量過多、人員不足(26.6%) 

８．その他（          ）(5.5%)                                                NA=21.9% 

 

 
 
 
 
（次頁へ続く） 

「マタニティハラスメント」とは 

「マタニティハラスメント」には現在明確な定義はありませんが、この調査では、「働く女性が妊娠・出産・育児休

業を理由として職場で受ける精神的・肉体的な嫌がらせや不利益取扱い」を表すものとしてお答えください。 
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（前頁から続く） 
 

問20 貴事業所では、マタニティハラスメントを防止するためにどのような取組ができると考えますか。(複数回答可) 

(n=794) 
 

１．マタニティハラスメントに対する経営層への意識啓発・理解促進(27.1%) 

２．マタニティハラスメントに対する管理職層・マネジメント層への意識啓発・理解促進(45.5%)  

３．育児経験のある社員の管理職・マネジメント層への登用(17.3%) 

４．ポスター、リーフレット、手引き等防止のための啓発資料を配布または掲示(23.6%) 

５．マタニティハラスメントに関する研修・講習等の実施 

（外部機関の研修等に従業員を参加させる場合も含む）(24.7%) 

６．事業所内外に相談窓口・担当者、苦情処理機関等を設置(24.8%) 

７．実態把握のためのアンケートや調査を実施(12.1%) 

８．育児介護休業法に基づく育児・休業に関する制度の整備や、制度を利用しやすい職場風土の醸成(32.7%)

９．その他（       ）(3.0%)                                                  NA=11.2% 

 

 

 

◆職場における男女平等に関して、日頃感じていることや東京都に対する要望など自由にご記入ください。 

 

 

 

この調査の結果は、平成27年3月頃、以下のＨＰで公開予定です。 

東京都 産業労働局 雇用就業部ＨＰ「ＴＯＫＹＯはたらくネット」(http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/) 
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平成２６年９月  

東京都産業労働局  

～平成２６年度東京都男女雇用平等参画状況調査～ 

「職場のハラスメントへの取組等 企業における男女雇用管理に関する調査」 

男 女 従 業 員 調 査 票 
 

  ＜アンケートご協力のお願い＞ 
 

  

  東京都では、東京都男女平等参画基本条例の規定に基づき、毎年、雇用状況に関する調査を実施し、広く労使の

方々にご利用いただくとともに、行政運営の参考として活用しております。 

  今回の調査は、職場のハラスメントへの取組等に関して、企業とそこで働く従業員の方を対象にアンケート調査

を実施し、今後の男女雇用平等推進施策に役立てる目的で行うものです。 

   つきましては、お忙しいところ大変恐縮ですが、本調査の主旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願

い申し上げます。なお、ご回答いただきました内容は全て統計的に処理し、本調査以外の目的に使用することはあ

りません。 

   

    ◆記入上の注意◆ 

    (1) 原則として、該当する回答の番号に１つだけ○をつけてください。ただし、別に指示がある場合は、その指示に従って 

ご回答ください。また「→」では、指示に従って付問にお進みください。 

＊先頭に○が付してある設問は意識に関する調査項目を意味しています。 

     (2) 「その他」に○をつけた場合は、ご面倒でも（       ）内に具体的な内容をご回答ください。 

     (3) 特にことわりのない限り、平成２６年９月１日現在でご回答ください。 

     (4) ご記入いただいた調査票は、ご記入いただきましたご本人様より、返信用封筒（切手不要）にて、平成２６年９月３０日（火）

までにご返送ください。なお、多少期限が過ぎましても、ぜひご返送ください。 

  

 【問い合わせ先】 

     東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 雇用平等推進係    担当  渡邉・青木・藤田 

     住所  〒163-8001  東京都新宿区西新宿2-8-1   電話  03-5320-4645（直通）   ＦＡＸ  03-5388-1469 
 

Ⅰ 回答者プロフィール 

＊ この欄のご回答がないと、無効回答になりますので、必ずご記入くださいますようお願いいたします。(n=1,346) 

性 別        １．男(47.1%)    ２．女(52.2%)                                        NA=0.7% 

年 代       
 １．10代(0.0%)   ２．20代(12.9%)   ３．30代(39.1%)   ４．40代(31.3%)    

５．50代(11.7%)   ６．60代以上(4.6%)                                    NA=0.4% 

勤 務 先 の       

業   種 

１．建設業(5.0%)  ２．製造業(14.4%)  ３．情報通信業(6.8%) ４．運輸業，郵便業(6.7%)

５．卸売業，小売業(10.0%)    ６．金融業，保険業(5.7%)  ７．不動産業，物品賃貸業(1.4%)

８．学術研究，専門・技術サービス業(3.6%)  ９．宿泊業，飲食サービス業(3.1%) 

10．生活関連サービス業，娯楽業(1.4%)  11．教育，学習支援業(9.0%)   

12．医療，福祉(13.5%)  13．サービス業（他に分類されないもの）(17.2%)  

14.その他（        ）(0.9%)                                        NA=1.3% 

勤 務 先 の       

企業規模(※) 

 １．30～99人(29.0%)  ２．100～299人(34.9%)   ３．300～499人(11.5%)             

４．500～999人(9.7%)   ５．1000人以上(13.8%)                               NA=1.0% 

※ 他に事業所・営業所・工場などがある場合は、それも含めた全体の人数でご回答ください。 

２．従業員調査票 
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職 種       

１．専門・技術職（技術者、看護師、教員等）(13.2%)   

２．事務職（経理事務、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ等）(63.4%)  ３．営業職(7.3%)           

 ４．販売・サービス職（店員等）(2.2%)  ５．技能・労務職（運転手、作業員等）(2.7%)

６．管理職（課長相当職以上）(7.1%)  ７．その他（       ）(2.9%)      NA=1.2% 

勤 続 年 数       
１．３年未満(7.8%)   ２．３年以上５年未満(10.9)  ３．５年以上10年未満(34.5%)

４．10年以上20年未満(31.2%)   ５．20年以上(15.0%)                    NA=0.6% 

役 職       
１．役職についていない(54.2%)  ２．主任級(18.6%)    ３．係長級(12.6%) 

４．課長級(6.9%)  ５．部長級(3.3%)  ６．その他（    ）(2.6%)    NA=1.6% 

雇 用 形 態       １．正社員(94.1%) ２．パートタイマー(3.0%) ３．その他（   ）(2.1%)  NA=0.7%

１か月の平均 

残 業 時 間 

１．残業なし(21.8%)   ２．10時間以下(32.2%)   ３．10時間超20時間以下(18.1%)

４．20時間超45時間以下(21.5%)   ５．45時間超60時間以下(2.8%)  

６．60時間超(1.7%)                                                     NA=1.9% 

昨年度の 

年次有給休暇 

取得日数 

１．０日(10.3%)     ２．１～５日(23.3%)  ３．６～10日(25.9%)   

４．11～15日(19.7%)   ５．16～20日(15.1%)  ６．21日以上(3.6%)         NA=2.2% 

配偶者の有無 １．いる(57.9%)       ２．いない(41.4%)                           NA=0.7% 

子どもの有無       
１．末子が就学前(21.9%)  ２．末子が小学生(9.0%)  ３．末子が中学生以上(14.3%)

 ４．いない(53.5%)                                                      NA=1.3% 

労働組合の有無 
１．あって加入している(19.8%)  ２．あるが加入していない(14.9%)   

３．ない(58.5%)                ４．わからない(5.5%)                   NA=1.3% 

★ 調査票は、統計以外の目的に使用されることは絶対にありませんので、事実をありのままに記入してください。 

以下、(   )内は男性の調査回答％、<   >内は女性の調査回答％を表す。 

 

Ⅱ 雇用管理の概況について 

 
母性保護等について 
問１ あなたの職場では、以下の母性保護に関する制度はありますか。制度ごとに該当する番号に○をつけてください。 

(n=634)<n=702> 

                        制度の有無 

  制度の種類 

 

制度あり 

 

制度なし 

 

わからない

産前産後休暇（産休）                          NA=(1.3%)<1.0%>
１ 

(85.3%)<89.7%> 

２ 

(4.6%)<4.0%> 

３ 

(8.8%)<5.3%>

育児時間（授乳等のための時間）                NA=(1.4%)<2.0%> 
１ 

(53.5%)<58.3%> 
２ 

(19.7%)<21.4%> 
３ 

(25.4%)<18.4%>

生理休暇                                      NA=(1.6%)<1.6%>
１ 

(61.2%)<70.2%> 
２ 

(13.1%)<15.5%> 
３ 

(24.1%)<12.7%>

妊娠中・出産後の通院休暇制度                  NA=(1.9%)<2.3%>
１ 

(35.3%)<35.6%> 
２ 

(26.3%)<34.5%> 
３ 

(36.4%)<27.6%>

妊娠中の通勤緩和措置（時差出勤など）          NA=(1.7%)<1.6%>
１ 

(45.7%)<48.4%> 
２ 

(21.8%)<26.6%> 
３ 

(30.8%)<23.4%>

妊娠中の休憩に関する措置（休憩時間の延長など）NA=(2.5%)<1.9%>
１ 

(25.1%)<24.8%> 
２ 

(32.6%)<41.5%> 
３ 

(39.7%)<31.9%>

妊娠障害休暇 

（つわり等により勤務が困難な場合の休暇） 
NA=(2.2%)<1.7%>

１ 

(22.6%)<21.5%> 
２ 

(31.1%)<42.3%> 
３ 

(44.2%)<34.5%>

出産障害休暇                                  NA=(2.4%)<1.7%>

（出産後の回復不全等により勤務が困難な場合の休暇） 

１ 

(19.4%)<16.0%> 

２ 

(30.6%)<42.9%> 

３ 

(47.6)<39.5%>
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Ⅲ 育児・介護休業法等に関する事項 

 
育児休業について 
問２ あなたの職場では、就業規則等に育児休業制度の規定がありますか。(n=634)<n=702> 

１．規定あり(81.2%)<84.6%> ２．規定なし(6.5%)<5.0%> ３．わからない(11.4%)<9.5%>

NA=(0.9%)<0.9%> 
 
問３ あなたは今の職場で、育児休業を取得したことがありますか。 

※男女とも、原則として子が１歳に達するまでの期間は、休業の対象になります。(n=634)<n=702> 

１．取得した         

(2.5%)<27.1%> 

２．対象者であったが取得しなかった     

(30.0%)<2.3%> 

３．対象になったことがない  

(66.6%)<69.7%> 

NA=(0.9%)<1.0%> 
 
問４ 育児休業からの復職のために、どのようなサポート体制が必要だと思いますか。該当するものをすべて選び、番号に

○をつけてください。これまでの取得経験の有無や属性にかかわらず、現時点であなた自身が対象者になったと仮定し

て男女ともご回答ください。                                                   (n=634)<n=702> 

１．復職のための職場研修の実施(25.9%)<21.2%>  ２．休業中の業務に関する情報提供(55.0%)<52.0%> 

３．休業中に自宅でできる教育・訓練(20.0%)<15.5%>   

４．育児休業者同士や職場の上司と情報交換できるシステム(35.6%)<39.9%> 

５．短時間勤務制度や始業時間・終業時間の繰上げ・繰下げ等の両立支援制度の情報提供(62.6%)<74.6%> 

６．その他（     )(3.2%)<6.0%>                                             NA=(2.8%)<2.6%> 
 
男性の育児休業について 
問５ 男性従業員が育児に参加することについてどう考えていますか。あなたの考えに最も近いものを１つ選び、番号に○

をつけてください。                                                             (n=634)<n=702> 

１．積極的に参加したほうが良い(40.9%)<42.6%> 
２．仕事に支障のない範囲で参加したほうがよい 

(47.0%)<48.0%> 

３．必要に迫られたときのみ参加すればよい 

(9.9%)<7.3%> 
４．参加する必要はない(1.1%)<0.9%> 

NA=(1.1%)<1.3%> 
 
問６ 男性従業員が育児休業を取得するにあたり、課題は何だと思いますか。該当する番号すべてに○をつけてください。 

(n=634)<n=702> 

１．上司の理解不足(33.3%)<50.9%>  ２．代替要員の確保が困難(65.1%)<57.7%>   

３．キャリア形成において不利になる(26.3%)<33.9%>  ４．休業中の賃金補償(50.8%)<48.9%>    

５．前例（モデル）がない(40.1%)<42.2%>  ６．男性自身に育児休業を取る意識がない(35.8%)<45.9%> 

７．職場がそのような雰囲気ではない(39.0%)<49.3%> ８．社会の認識の欠如(23.7%)<30.5%>  

９．その他（            ）(1.6%)<1.3%>                              NA=(0.9%)<1.1%> 

～ 育児・介護休業法の改正について ～ 
   平成24年７月１日より、これまで適用が猶予されていた、短時間勤務制度・所定外労働の制限・介護休暇の３

つの制度が従業員100人以下の事業主にも適用になり、改正育児・介護休業法が全面施行されました。 
【 概 要 】 
① ３歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度（原則１日６時間）を設けることを事業主の責務
とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。 

② 父母がともに育休を取得する場合、１歳２ヶ月（改正前１歳）までの間に、１年間育児休業を取得可能とす
る。（パパ・ママ育休プラス） 

③ 出産後８週間以内に父親が育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。 
④ 労使協定により、配偶者が専業主婦(夫)の場合等に育児休業取得を不可とすることができる制度を廃止する。
⑤ 小学校就学前の子が１人であれば年５日、２人以上であれば年10日を限度として看護休暇を付与する。 
⑥ 要介護状態の対象家族が１人であれば年５日、２人以上であれば年10日を限度として介護休暇を付与する。 
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子どもの看護休暇について 

問７ あなたは、子どもの看護休暇が法律に定められていることを知っていましたか。（３頁⑤参照）(n=634)<n=702> 

１．知っていた(44.0%)<47.3%> ２．知らない(54.1%)<52.0%> 

NA=(1.9%)<0.7%> 

 
問８ 子どもの看護休暇は、子ども１人につき、年間でどのくらいの期間取得できることが望ましいと思いますか。 

あなたの希望に近いものを１つ選び、番号に○をつけてください。(n=634)<n=702> 

１日～４日 ５日 ６日～10日 11日以上 

１(7.6%)<3.4%> ２(31.4%)<24.8%> ３(41.2%)<51.0%> ４(17.5%)<19.5> 

NA=(2.4%)<1.3%> 
 
介護休業について 
問９ あなたの職場では、就業規則等に介護休業制度の規定がありますか。(n=634)<n=702> 

１．規定あり(63.2%)<71.5%> ２．規定なし(7.1%)<6.4%> ３．わからない(28.1%)<20.8> 

NA=(1.6%)<1.3%> 

 

問10 あなたは今の職場で、介護休業を取得したことがありますか。                        (n=634)<n=702> 

１．取得した          

(0.2%)<0.7%> 

２．対象者であったが取得しなかった    

(4.6%)<4.4%> 

３．対象になったことがない         

(92.9%)<93.3%> 

NA=(2.4%)<1.6%> 

付問10－１ 介護休業を「取得した」と回答された方のみお答えください。 

どのくらいの期間、介護休業を取得しましたか。該当する番号を１つ選び、○をつけてください。(n=1)<n=5> 

93日未満 93日 
93日を超え 

６か月未満 

６か月以上 

１年未満 
１年 

１年を超える期

間 

１(100.0%)<20.0%> ２(0.0%)<40.0%> ３(0.0%)<0.0%> ４(0.0%)<40.0%> ５(0.0%)<0.0%> ６(0.0%)<0.0%>

NA=(0.0%)<0.0%> 

 
介護休暇制度について 
問11 あなたは介護休暇が法律に定められていることを知っていましたか。（３頁⑥参照）  (n=634)<n=702> 

１．知っていた(55.5%)<60.7%> ２．知らない(43.2%)<38.6%> 

NA=(1.3%)<0.7%> 

 
問12 介護休暇は、要介護状態の対象家族１人につき、年間でどのくらいの期間取得できることが望ましいと思いますか。

あなたの希望に近いものを１つ選び、番号に○をつけてください。(n=634)<n=702> 

１日～４日 ５日 ６日～10日 11日以上 

１(2.4%)<0.9%> ２(12.5%)<5.8%> ３(27.1%)<27.5%> ４(56.0%)<64.4%> 

NA=(2.1%)<1.4%> 
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働きながら育児・介護等を行う従業員に対する制度 
問13 働きながら育児・介護等を行う従業員に対して、どのような制度が必要だと思いますか。該当する番号すべてに○を

つけてください。                                              (n=634)<n=702> 

１．短時間勤務制度(72.6%)<79.8%>           

２．フレックスタイム制度(58.5%)<59.3%> 

３．在宅勤務制度（テレワークなど）(34.2%)<39.3%>   

４．始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(53.9%)<63.4%>   

５．半日や時間単位の有給休暇(51.9%)<63.8%>     

６．所定時間外労働（残業）の免除(38.0%)<45.2%>    

７．再雇用制度（育児・介護で退職した人を正社員等で優先的に雇用する制度等）(35.3%)<41.2%>

８．育児・介護に要する経費の援助(34.1%)<30.3%>    

９. 事業所内保育所の設置(25.4%)<26.6%>  

10．その他（      ）(0.9%)<1.9%>                                 NA=(1.6%)<1.1%> 

 
 
 

Ⅳ 職場のハラスメントに関する取組について 

 

 

セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント 

 

 

 

 

 

 

 職場のセクシュアルハラスメント・パワーハラスメントの状況について (注)過去５年間についてお答えください。 

 

 

（次頁へ続く） 

～職場のハラスメント～ 

セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなど職場でハラスメントが発生する環境では、従業員の士気が削

がれるだけでなく、メンタルヘルス不調など多くの問題が発生します。生産性を上げ、従業員の健康を保持するため

にもハラスメントの防止対策を行うことは重要視されています。職場のハラスメント防止対策の推進においては、組

織の実情を知り実態に合わせた対策をとること、そして被害者等への支援策の充実が大切です。 

男女雇用機会均等法及びそれに基づく指針により、職場における男女双方に対するセクシュアルハラスメント対策

として次の措置を講ずることが事業主に義務づけられています。しかしその一方でパワーハラスメントに関しては対

策措置が義務付けられておらず、なくすための取組が十分に実施されていないことが現状です。職場のパワーハラス

メントは組織の活力を削ぐものであると意識し、防止する・なくすための取組や方針を明確化し、パワーハラスメン

トが生じない組織文化を育てていくことが事業主に求められます。 

平成１９年４月１日より、改正男女雇用機会均等法が施行され、「男性に対するセクシュアルハラスメントを含めた防止対

策」が事業主に義務づけられています。 

＊女性に限らず、男性の方も、ご自身がハラスメントを受けた経験がございましたらそのことについてお答えください。男性

または女性に対するセクシュアルハラスメントを見聞きされている場合は、その内容についても併せてお答えください。 

また「パワーハラスメント」とは 職場において、職務上の地位や影響力を利用して、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰

り返し行うことにより、その人の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること、とされています。 
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（前頁から続く） 

 

 

問14 あなたは、職場でセクシュアルハラスメント（男性に対する行為も含む）・パワーハラスメントを受けたこと、 

または、見聞きしたことはありますか。（複数回答可） 
 

 ＊「職場」とは、「労働者が業務を遂行する場所」を指していますので、事業所内に限らず、出張先や取引先の事務所、 

  取引先と打ち合わせをするための飲食店、営業車中なども含まれます。(n=634)<n=702> 
 

 １．受けたことがある(9.5%)<20.4%> 

２．受けた行為がセクシュアルハラスメント・パワーハラスメントに当たるか分からない (8.0%)<12.4%>

 ３．見聞きしたことがある(31.7%)<38.3%>   ４．受けたことも見聞きしたこともない(53.2%)<38.7%>

NA=(0.6%)<0.7%> 

 

※問14で「１．受けたことがある」、「２．受けた行為がセクシュアルハラスメント・パワーハラスメントに当た 

るか分からない」 又は「３．見聞きしたことがある」と回答された方にお伺いします。 
 

 付問14－１ その行為を行った相手は誰ですか。（見聞きした場合は、当事者同士の関係）（複数回答可） 

(n=293)<n=426> 
 

 １．会社の幹部(23.2%)<25.4%>  ２．上司(67.6%)<67.4%>  ３．同僚(26.6%)<28.2%>     

４．部下(8.2%)<4.2%>   ５．取引先の相手・顧客(7.5%)<6.8%> ６．派遣先の従業員(1.0%)<1.4%> 

７．その他（         ）(1.4%)<2.6%>                                NA=(0.3%)<0.9%> 

  

 

付問14－2 上記（付問14-1 の行為を行った者）の性別をお答えください。(n=293)<n=426> 

１．男性(77.5%)<78.2%>   ２．女性(6.8%)<7.5%>  ３．男性、女性両方(15.0%)<12.7%> 

NA=(0.7%)<1.6%> 

 

 

付問14－3 あなたはその行為を受けた・見聞きした際、どのような対処をしましたか。（複数回答可） 

                           (n=293)<n=426> 

１．相手にはっきり嫌だと伝えた(7.8%)<9.6%>         

２．職場の相談窓口に相談した(6.8%)<4.0%> 

３．上司に相談した(15.4%)<20.0%>               

４．同僚・友人に相談した(22.5%)<36.6%> 

５．行政機関の窓口、弁護士等に相談した(0.7%)<1.2%>     

６．何もしなかった(55.3%)<42.7%> 

７．その他（       ）(8.9%)<10.3%>                  NA=(0.7%)<2.1%> 
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セクシュアルハラスメントについて 

 

※問14で「１．受けたことがある」、「２．受けた行為がセクシュアルハラスメント・パワーハラスメントに当た 

るか分からない」 又は「３．見聞きしたことがある」と回答された方にお伺いします。 

  

問15 セクシュアルハラスメントについて、受けた行為、又は、見聞きした行為はどのようなものでしたか。 

（複数回答可）                                                        (n=293)<n=426> 
 

 １．性的な話をする、質問をする(20.1%)<25.6%> 

 ２．服装や容姿、年齢、身体的特徴について話題にする(28.0%)<38.0%> 

 ３．結婚、子どもの有無など私生活に係わることについて必要以上に質問する(17.4%)<21.4%> 

 ４．「男のくせに」「女には仕事を任せられない」などと発言する(11.6%)<11.7%> 

 ５．「男の子、女の子」「おじさん、おばさん」といった呼び方をする(6.5%)<17.4%> 

 ６．ヌード写真・雑誌を職場で見る、パソコンの壁紙が水着写真等になっている(2.4%)<4.7%> 

 ７．不必要に身体を触る(16.0%)<20.9%> 

 ８．酒席等でお酌やデュエットを強要する、席を指定する(6.1%)<14.3%> 

 ９．執拗に交際を求める(8.5%)<7.0%> 

 10．性的関係を求める、迫る(3.1%)<4.0%> 

 11．その他（            ）(10.9%)<12.2%>                      NA(20.8%)<16.7%> 

 

 

＊問16は再び全ての方にお伺いします。 

 

 

問16 セクシュアルハラスメント防止のために、どのような取組が必要だと思いますか。（複数回答可） 

(n=634)<n=702> 

 １．企業のトップや幹部の意識改革(47.9%)<55.7%>      

 ２．管理職の意識啓発研修の実施(48.1%)<54.0%> 

 ３．従業員の意識啓発研修の実施 (42.3%)<46.4%> 

 ４．セクシュアルハラスメントを許さないという企業方針の徹底 (43.5%)<42.9%> 

 ５．相談・苦情窓口の設置、周知(44.8%)<45.4%> 

 ６．就業規則や労使協定に制裁規定を盛り込む(24.1%)<25.6%> 

 ７．問題発生時の迅速・公正な対応(41.5%)<48.0> 

 ８．安心して仕事ができる職場風土・環境の醸成(50.5%)<55.4%> 

 ９．その他（          ）(2.1%)<3.0>                NA=(1.9%)<2.8%> 
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パワーハラスメントについて 

 

※問14で「１．受けたことがある」、「２．受けた行為がセクシュアルハラスメント・パワーハラスメントに当た 

るか分からない」 又は「３．見聞きしたことがある」と回答された方にお伺いします。 

 

問17 パワーハラスメントについて、受けた行為、又は、見聞きした行為はどのようなものでしたか。(複数回答可) 

(n=293)<n=426> 
 

 １．仕事の失敗や実績の低さを執拗に追及された(43.3%)<33.6%>     

 ２．身体や性格の特徴を取り上げてなじられた(13.7%)<16.9%> 

 ３．達成不可能なノルマを求められた(13.0%)<5.6%> 

 ４．仕事を与えない、仕事の指示がない (12.3%)<15.3%> 

 ５．必要以上に大声で怒鳴られた(42.7%)<38.0%> 

 ６．人格を否定するような発言をされた(43.0%)<35.4%> 

 ７．勤務外の時間に、無理に飲み会等に付き合わされた (9.2%)<10.8%> 

 ８．自分だけ飲み会等の誘いから外された(2.4%)<4.9%>    

９．その他（     ）(10.9%)<13.1%>            NA=(7.8%)<12.2%> 
 

 

＊問18は再び全ての方にお伺いします。 

 

 

問18 あなたは、パワーハラスメント防止について取り組む必要があると思いますか。(n=634)<n=702> 
 

 １．既に取り組んでいる(21.1%)<17.8%>   

２．取り組む必要がある(69.9%)<72.8%>  

 ３．取り組む必要はない (6.6%)<5.8%>             NA=(2.4%)<3.6%> 

 

※問18で「２．取り組む必要がある」と回答された方にお伺いします。 

 

   

付問18－1 あなたはパワーハラスメントを防止するためにどのような取組が必要だと思いますか。（複数回答可） 

(n=443)<n=512> 

 １．企業のトップや幹部の意識改革(60.5%)<65.6%>      

 ２．管理職の意識啓発研修の実施(60.5%)<65.8%> 

 ３．従業員の意識啓発研修の実施 (43.8%)<42.0%> 

 ４．パワーハラスメントを許さないという企業方針の徹底 (45.6%)<49.4%> 

 ５．相談・苦情窓口の設置、周知(44.2%)<47.5%> 

 ６．就業規則や労使協定に制裁規定を盛り込む(27.1%)<30.5%> 

 ７．問題発生時の迅速・公正な対応(43.3%)<51.2%> 

 ８．安心して仕事ができる職場風土・環境の醸成(52.8%)<58.6%> 

 ９．その他（        ）(1.8%)<2.1%>                      NA=(1.4%)<0.6%> 
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マタニティハラスメント 

 

 

 

問19 あなたは、マタニティハラスメントを受けたこと、または見聞きしたことがありますか。（複数回答可） 

(n=634)<n=702> 
 

 １．受けたことがある(0.2%)<3.6%>     

２．受けた行為がマタニティハラスメントに当たるか分からない (0.5%)<3.1%> 

３．見聞きしたことがある(7.9%)<17.5%>  ４．受けたことも見聞きしたこともない(90.1%)<74.2%> 

NA=(1.4%)<2.0%>

※問19で「１．受けたことがある」、「２．受けた行為がマタニティハラスメントに当たるか分からない」 

又は「３．見聞きしたことがある」と回答された方にお伺いします。 

 

  付問19－1 受けた行為、又は、見聞きした行為はどのようなものでしたか。（複数回答可）(n=54)<n=167> 
 

 １．妊娠中や産休明けなどに、心無い言葉を言われた(50.0%)<48.5%>      

 ２．妊娠・出産を機に解雇や契約打ち切り、自主退職への誘導などをされた(35.2%)<19.8%> 

（出産告知後・産休中・産休明け１年以内） 

 ３．妊娠中・産休明けに残業や重労働などを強いられた(1.9%)<8.4%> 

 ４．妊娠・出産を機に望まない異動をさせられた (18.5%)<19.2%> 

５．妊娠・出産を機に給料を減らされた(3.7%)<6.0%> 

 ６．妊娠中や産休明けなどに嫌がらせをされた(9.3%)<7.2%> 

 ７．妊娠・出産を機に雇用形態を変更された（正社員→契約社員など） (9.3%)<7.2%> 

 ８．妊娠を相談できる職場文化がなかった(9.3%)<13.2%>    

９．その他（                  ）(5.6%)<11.4%>                  NA=(5.6%)<3.0%>  
 

 

問20 あなたは、マタニティハラスメント防止について取り組む必要があると思いますか。(n=634)<n=702> 
 

 １．既に取り組んでいる(6.3%)<6.7%>        

２．取り組む必要がある(64.0%)<71.4%>  

 ３．取り組む必要はない(14.8%)<14.0%>           NA=(14.8%)<8.0%> 
 

※問20で「２．取り組む必要がある」と回答された方にお伺いします。 
   
付問20－1 あなたはマタニティハラスメントを防止するためにどのような取組が必要だと思いますか。（複数回答可） 

(n=406)<n=501> 
 

１．マタニティハラスメントに対する経営層への意識啓発・理解促進(57.9%)<62.3%> 

２．マタニティハラスメントに対する管理職層・マネジメント層への意識啓発・理解促進(65.3%)<68.7%> 

３．育児経験のある社員の管理職・マネジメント層への登用(38.4%)<43.5%> 

４．ポスター、リーフレット、手引き等防止のための啓発資料を配布または掲示(16.7%)<13.6%> 

５．マタニティハラスメントに関する研修・講習等の実施（外部機関の研修等に従業員を参加させる場合も含む）(30.8%)<26.5%>

６．事業所内外に相談窓口・担当者、苦情処理機関等を設置(40.6%)<35.3%> 

７．実態把握のためのアンケートや調査を実施(24.9%)<27.9%> 

８．育児介護休業法に基づく育児・休業に関する制度の整備や、制度を利用しやすい職場風土の醸成 (49.3%)<63.9%>

９．その他（          ）(1.5%)<2.8%>                                 NA=(2.5%)<1.0%> 

 

「マタニティハラスメント」とは 

「マタニティハラスメント」には現在明確な定義はありませんが、この調査では、「働く女性が妊娠・出産・育児休

業を理由として職場で受ける精神的・肉体的な嫌がらせや不利益取扱い」を表すものとしてお答えください。 
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◆職場における男女平等に関して、日頃感じていることや東京都に対する要望など自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これで調査は終了です。お忙しいところ、調査にご協力いただきましてありがとうございました。お手数

ですが、同封の返信用封筒で９月30日（火）までに返送してください。なお、多少期限を過ぎましても、

ぜひご返送ください。 

 

 

なお、この調査の結果は、平成27年３月頃、以下のＨＰで公開予定です。 

東京都 産業労働局 雇用就業部ＨＰ「ＴＯＫＹＯはたらくネット」(http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/) 
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５ 育児・介護休業法の改正について 

（平成22年６月30日一部を除き施行、平成24年７月１日全面施行） 

 

少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進

めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境の整備を目

的として、育児・介護休業法が平成22年６月30日に改正施行されました。 

 

改正内容は、（１）～（４）のとおりです。 

（１）～（４）のうち、※の規定については、常時100人以下の労働者を雇用する事

業主は適用が猶予されていましたが、平成24年７月１日より適用となります。  

 

（１）子育て期間中の働き方の見直し 

□ ３歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度の措置を義務化（※） 

□ ３歳までの子を養育する労働者について、労働者から請求があったときの所定外労働

の免除を義務化（※） 

□ 子の看護休暇の拡充（小学校就学前の子が、１人であれば年５日、２人以上であれば

年10日） 

 

（２）父親も子育てができる働き方の実現 

□ 父母ともに育児休業を取得した場合、休業可能期間が子が１歳２か月に達するまでに

延長（ただし、父の場合、育児休業期間の上限は１年間。母の場合、出生日以降の産前・

産後休業期間と育児休業期間を合わせて１年間。） 

□ 出産後８週間以内に父親が育児休業を取得した場合、２度目の育児休業取得が可能 

□ 配偶者が専業主婦（夫）であれば労働者の育児休業の申出を拒否できる制度を廃止 

 

（３）仕事と家庭の両立支援 

□ 介護のための短期休暇を創設（要介護状態の対象家族が、１人であれば年５日、２人

以上は年10日）（※） 

 

（４）実効性の確保 

（調停については平成22年４月１日施行、その他については、平成21年９月30日施行） 

□ 育児休業取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による解決援助及び調

停委員による調停制度の創設 

□ 勧告に従わない場合の公表制度、報告を求めた際に報告しないことや虚偽報告に対す

る過料を創設 
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育児・介護休業の見直しについて（イメージ） 

 

 

父親も子育てができる働き方の実現 

 

（参照：厚生労働省ホームページ） 
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６ 男女雇用機会均等法施行規則の改正等について（平成 26 年７月１日施行） 

 平成 25 年 12 月に、男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等が公布されました。 

平成 26 年７月１日から施行されています。 

今回の改正の主な内容は（１）～（４）のとおりです。 

（１） 間接差別となり得る措置の範囲の見直し 

□  間接差別となるおそれがある措置として省令に定める３つの措置のうち、コース別雇用管

理における「総合職」の募集または採用に係る転勤要件について、総合職の限定を削除し、昇

進・職種の変更を措置の対象に追加。  
    これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理的な理由な

く、転勤要件を設けることは、間接差別に該当することとする。 （省令等の改正） 

（２） 性別による差別事例の追加  

□  性別を理由とする差別に該当するものとして、結婚していることを理由に職種の変更や定

年の定めについて男女で異なる取扱いをしている事例を追加。 （性差別指針の改正） 

（３） 性別による差別事例の追加  

□  セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底等  

(１）職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるものである

ことを明示。  

(２）セクシュアルハラスメントに関する方針の明確化とその周知・啓発に当たっては、その

発生の原因や背景に、性別の役割分担意識に基づく言動があることも考えられる。そのため、

こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防止の効果を高める上で

重要であることを明示。  

(３）セクシュアルハラスメントの相談対応に当たっては、その発生のおそれがある場合や該

当するかどうか微妙な場合でも広く相談に応じることとしている。その対象に、放置すれば

就業環境を害するおそれがある場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となっ

てセクシュアルハラスメントが生じるおそれがある場合などが含まれることを明示。  

(４）被害者に対する事後対応の措置の例として、管理監督者または事業場内の産業保健スタ

ッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応を追加。（セクハラ指針の改正） 

（４） コース等別雇用管理についての指針の制定 

□  「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」(局長通達)を、より明確な記述とした

「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針」を制

定。 （コース等別雇用管理指針の制定） 

 

（厚生労働省ホームページより一部加工の上抜粋） 
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７ 男女雇用平等参画状況調査内容一覧 

 年　度 調　査　対　象

S 56年　 ♯ 　女性の就業状況、雇用管理、母性保護等について 事業所

57年　 　女性の就業状況、雇用管理等について 事業所

58年　 　女性労働者の職業に対する意識について 女性労働者

59年　 ♯ 　女性の就業状況、雇用管理、母性保護等について 事業所

60年　 　小規模・零細企業に働く女性家族従業員と女性雇用者の労働条件等について 事業所、女性労働者 他

61年　 　パートタイマーの労働条件、仕事の実態等について 事業所、女性ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ

62年　 ♯ 　女性の就業状況、雇用管理、母性保護等について 事業所

63年　 　女性労働者の職業に対する意識と均等法施行後の意識の変化について 事業所、女性

H 元年 　家族的責任と就労に関する調査
事業所、男女労働者、
都民女性

２年　 ♯ 　企業における女性雇用管理とキャリア形成の考え方及び女性管理職に関する調査 事業所、女性管理職

３年　 　新規学卒女性の職業選択行動と就労に関する実態調査 大学、短大等、女子学生

４年　 　所定外労働と育児休業等にめぐる実態と意識
事業所、女性労働者
組合、組合員女性

５年　 ♯ 　コース別雇用管理等企業における女性雇用管理に関する調査 事業所

６年　 　女性が働きやすい職場とは－女性の就労に関する意識調査－ 女性労働者

７年　 　家族的責任が女性労働者の就労に及ぼす影響に関する調査 男女労働者、都民女性

８年　 ♯ 　均等法改正への対応等企業における女性雇用管理に関する調査 事業所

９年　 　企業と女子学生の就労についての意識や行動のギャップに関する調査
大学、短大、女子学生、
事業所

10年　 　女性労働者の時間外・休日労働、深夜業の実態と意識に関する調査 事業所、女性労働者

11年　 ♯ 　改正均等法施行後の対応等企業における女性雇用管理に関する調査 事業所

12年　 　家族的責任と男女労働者の就労に関する調査 男女労働者

13年　 　企業におけるセクシュアル・ハラスメント防止とポジティブ・アクションの取組 事業所

14年　 ♯ 　均等法、育児・介護休業法への対応等企業における女性雇用管理に関する調査 事業所

15年　 　企業における両立支援の実態に関する調査 事業所、男女労働者

16年　 　企業における女性の活躍とポジティブ・アクションに関する調査 事業所、男女労働者

17年　 ♯ 　改正育児・介護休業法への対応等企業における女性雇用管理に関する調査 事業所、男女労働者

18年　 　企業における女性雇用管理とセクシュアルハラスメントの取組等に関する調査 事業所、男女労働者

19年　 　改正男女雇用機会均等法への対応等　企業における女性雇用管理に関する調査 事業所、男女労働者

20年　 ♯ 　均等法、育児・介護休業法への対応等　企業における男女の雇用管理に関する調査 事業所、男女労働者

21年　 　企業における男女雇用管理とポジティブアクションに関する調査 事業所、男女労働者

22年　 　改正育児・介護休業法への対応等　企業における男女雇用管理に関する調査 事業所、男女労働者

23年　 ♯ 　均等法、改正育児・介護休業法への対応等　企業における男女雇用管理に関する調査 事業所、男女労働者

24年　 　仕事と生活の両立支援の取組等　企業における男女雇用管理に関する調査 事業所、男女労働者

25年　 　女性の活躍促進への取組等　企業における男女雇用管理に関する調査 事業所、男女労働者

内　　　　　　容

※　　♯は女性雇用管理の基本項目調査を行う（経年比較）
※※　平成12年度までは、「東京の女性労働事情調査」として実施
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８ 東京都労働相談情報センターのご案内   

下記事務所では労働相談、労働資料・情報の提供、労働セミナー、労使関係ビデオソフトの貸出などを行

っています。 
 

事務所名 住  所 電 話 最寄駅 管轄地域 

飯田橋 千代田区飯田橋３－10－３ 
東京しごとセンター９階 

03-5211-2200 飯田橋

千代田区・中央区・新宿区 

渋谷区・中野区・杉並区 
島しょ 

大 崎 
品川区大崎１－11－１ 

ｹﾞｰﾄｼﾃｨ大崎ｳｴｽﾄﾀﾜｰ２階 
03-3495-4872 大 崎

港区・品川区・目黒区・大田区

世田谷区 

池 袋 豊島区東池袋４－23－９ 03-5954-6501 東池袋
文京区・豊島区・北区 

荒川区・板橋区・練馬区 

亀 戸 
江東区亀戸２－19－１ 
カメリアプラザ７階 

03-3682-6321 亀 戸
台東区・墨田区・江東区 
足立区・葛飾区・江戸川区 

国分寺 国分寺市南町３－22－10 042-323-8511 国分寺

立川市・武蔵野市・三鷹市 

青梅市・昭島市・小金井市 

小平市・東村山市・国分寺市 

国立市・福生市・東大和市 

清瀬市・東久留米市 

武蔵村山市・羽村市 

あきる野市・西東京市 

西多摩郡 

八王子 八王子市明神町３－５－１ 042-643-0278 八王子

八王子市・府中市・調布市 

町田市・日野市・狛江市 

多摩市・稲城市 

 

東京都では、就職の機会均等を確保するために、本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を実施

するよう事業主の皆様のご理解とご協力をお願いしています。詳細は、下記ホームページをご覧くだ

さい。 

東京都の雇用就業に関する総合サイトで、本調査及び過去の調査結果を掲載しているほか、労働相談Q&A、

セミナー情報、雇用・就職情報、統計情報などをご覧いただけます。 

「とうきょう次世代育成サポート企業」のご案内 

東京都では、次世代育成に積極的に取り組む企業を「とうきょう次世代育成サポート企業」として

登録し、仕事と家庭を両立させていきいきと働くことのできる職場作りに積極的に取り組む企業を、

「東京ワークライフバランス推進企業ナビ(愛称チャオ)」（http://www.wlbnavi-ciao.metro.tokyo.jp/）で広く紹介

しています。現在、登録企業を募集中です。（登録申請書及び詳細についてはホームページ「TOKYO は

たらくネット」よりダウンロードできます。）          

 

 東京都産業労働局雇用就業部ホームページ「ＴＯＫＹＯはたらくネット」 

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp   携帯版はこちら ⇒ 
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